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※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。

【表Ａ】　児童扶養手当　所得制限限度額

扶養親族等の数
（税法上の人数）

請求者の所得 配偶者および
扶養義務者の所得

全部支給 一部支給
０人 69万円 208万円 236万円
１人 107万円 246万円 274万円
２人 145万円 284万円 312万円

３人以上 １人につき38万円ずつ加算

※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。

【表Ｂ】 特別児童扶養手当  所得制限限度額
扶養親族等の数
（税法上の人数） 請求者の所得 配偶者および

扶養義務者の所得
０人 459万6千円 628万7千円
１人 497万6千円 653万6千円
２人 535万6千円 674万9千円
３人 573万6千円 696万2千円

４人以上 １人につき
38万円ずつ加算

１人につき
21万3千円ずつ加算

1
児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当
制
度
と
は
、

父
ま
た
は
母
が
い
な
い
児
童
を

養
育
し
て
い
る
家
庭
な
ど
を
対

象
と
し
、
児
童
の
福
祉
の
増
進

を
図
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６
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れ
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７
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れ
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３
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④
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⑤
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児
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０
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０
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翌
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。
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受
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。
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）
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わ
せ
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だ
さ
い
。
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【助成の対象】
・高齢者の医療の確保に関する法律等に規定する

健診項目をすべて満たすこと
・令和７年４月１日以降に受診した人間ドックの

費用であること
【申請方法】
　特定健康診査受診券・質問票、人間ドック検査
結果、領収書、国民健康保険の資格がわかるもの

（保険証・マイナ保険証・資格確認書）を持参の
うえ、役場福祉課窓口にて申請。
▶詳しくは、役場福祉課（☎３３－０３３９）ま
でお問い合わせください。

　町では、病気の早期発見、早期治療のため、
40 歳から 74 歳の国民健康保険被保険者の方を
対象に、人間ドックを受診した費用の一部を助成
しています。

【対象者】
・国民健康保険被保険者で、特定健康診査の対象者
・人間ドックの検査結果、質問票の提供に同意する方
・今年度、特定健康診査を受診していない方
・今年度、職場健診を受診していない方
・国民健康保険税の滞納がない方

【助成金額】上限 5,000 円
【申請期限】令和８年３月 13 日（金）

40 歳から 74 歳の国民健康保険へ加入されている方へ

人間ドックを受けた費用の一部を助成

Information　役場福祉課

【必要な検査項目】
①身体測定、②血圧、③血中脂質検査、④血糖検査、
⑤肝機能検査、⑥腎機能検査、⑦尿酸、⑧貧血検査、
⑨尿検査、⑩心電図検査、⑪その他（医師の所見など）

【申請方法】
　特定健康診査受診券・質問票・結果表、国民健康保
険の資格がわかるもの（保険証・マイナ保険証・資格
確認書）を持参のうえ、役場福祉課窓口にて申請。

【申請期限】令和８年３月 13 日（金）
▶詳しくは、役場福祉課（☎３３－０３３９）ま
でお問い合わせください。

　町では、40 歳から 74 歳の国民健康保険被保
険者の方で、令和７年４月１日以降に実施した
職場健診の検査結果を提供いただいた方に、ク
オカード 1,000 円分を進呈します。

【対象者】
・国民健康保険被保険者で、特定健康診査の対象者
・今年度、特定健康診査を受診していない方
・今年度、人間ドックによる費用助成を受けていない方
・職場で健康診査を受けている方
・検査結果に必要な検査項目が含まれている方

40 歳から 74 歳の国民健康保険へ加入されている方へ

職場健診の結果提供による記念品の進呈

Information　役場福祉課

日々の防災対策のひとつとして

防災行政無線が電話で確認できます !!

Information　役場防災対策課

　町では、自宅電話や携帯電話からフリーダイヤルにより、防災行政無線放送の内容を確認
できるシステム（音声応答装置）を導入しています。放送の内容を確認したいときは、フリ
ーダイヤルで同じ放送を聞くことができます。

▶詳しくは、役場防災対策課（☎３３－０３３５）までお問い合わせください。
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